
「預金保険法の一部を改正する法律」の概要 
（住専債権に係る二次損失の処理等） 

○ 整理回収機構（ＲＣＣ）による住専債権の回収については、平成 23 年 12

月を目途に完了するものとされている。したがって、 

（１）住専債権に係る二次損失及び残存債権の処理 

（２）住専債権の回収を行っているＲＣＣの今後の在り方についての整理 

が必要となる。 

（１）住専債権に係る二次損失及び残存債権の処理 

① 二次損失の処理 

イ 平成８年の閣議了解及び住専処理法に即し、政府・民間金融機関が

２分の１ずつ負担。 

 平成 23年 12月時点の二次損失の見込みは 1.4 兆円。 

⇒政府・民間それぞれ 0.7兆円。 

ロ 政府負担分は、以下の資金を活用し、新たな財政措置を回避。 

ⅰ）ＲＣＣの回収努力の成果である 

a.住専債権の簿価超回収益 等 

  b.ＲＣＣの他勘定の利益 法 

ⅱ）民間が設立した基金（新金融安定化基金）の運用益 

ハ 民間負担分は、住専処理法の枠内で行われた民間内の調整を尊重。 

⇒金融安定化拠出基金の運用益、同基金からＲＣＣへの出資相当額、

預金保険機構一般勘定からの繰入れにより対応。 

② 残存債権の処理 

基本的には売却処分。但し、善良な借り手に配慮するとともに、悪質

な債務者に対して厳正な回収を継続するため、一部債権は売却せずＲＣ

Ｃの他勘定へ移管（継続保有・回収）。法 

（２）ＲＣＣの今後の在り方 

  ① 破綻金融機関からの不良債権の買取・回収（継続）を中核とし、公的

に求められる代替困難な機能に整理。（民間サービサー業務は廃止） 

  ② 破綻処理の円滑化のため、承継銀行機能を付与。法 

③ 民間金融機関の保有する反社等債権の買取・回収機能を付与。法 

（３）その他の措置 

  ① 破綻時に預金の払戻しを迅速に行うための所要の規定整備。法 

  ② 預金保険機構の役員の任期が満了しても、後任者が任命されるまで引

き続き職務を行う旨の規定整備。法 

〔参考Ⅴ〕
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住専債権の二次損失の処理

○ 住専債権の回収に伴い生じた二次損失は、当初の方針どおり、政府・民間金融機関が２分の１ずつ負担

○ 平成23年12月時点の二次損失は、約1兆4,000億円となる見込み

○ 政府負担分については、関係する資金を活用し、新たな財政措置を回避

○ 民間負担分については、金融安定化拠出基金の運用益、金融安定化拠出基金から整理回収機構への出資相当額、

預金保険機構一般勘定からの繰入れにより対応

住専勘定 （住専債権の回収）協定後勘定
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（元本：7,932億円）
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預金保険料納付 拠出拠出

国

①簿価超回収益 ：2,200億円

②累積利益 ：1,400億円

③協定後勘定利益 ：1,800億円

④新基金運用益 ：1,600億円

民間

基金運用益 ：1,400億円

累積利益 ：1,400億円

基金元本 ：4,200億円

（破綻金融機関の債権の回収）

③1,800億円の
利益

二次損失：1兆4,000億円（国・民間各々7,000億円）

繰入（3,200億円）

金融安定化拠出基金（第１基金）
（基金総額：10,070億円）

整理回収機構への出資分：1,000億円
運用分：9,070億円
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により繰入

処理計画：23年
12月が目途

※ 計数の変動があり得る。

住専勘定に残存する住専債権の処理

○ 整理回収機構住専勘定に残存する債権の一部を整理回収機構内の他勘定（協定後勘定）へ移管

住宅ローン債権等；善良な借り手に配慮する観点から、債務者が外部売却を希望しない場合には

整理回収機構が継続保有
暴力団向け反社債権等；悪質な債務者に対して厳正な回収を継続する観点から、整理回収機構が継続保有

○ 移管後の債権についても、引き続き、預金保険機構の財産調査権を活用できるようにするための規定を整備

※ 財産調査権は、財産の隠蔽のおそれのある場合等、債務者等の財産の実態解明が特に必要と認められるときに、

預金保険機構が立入調査等を行う権限（債務者等が財産調査を妨げた場合には罰則）。

○ 移管後の債権の回収から生じる損益は、預金保険機構一般勘定に帰属
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